
（１）人材育成基本方針の概要

　志免町では、職員の計画的、総合的な育成を目指し、平成19年11月に人材育成基本方針を策定しました。

　この人材育成基本方針は、「求められる職員像＝目指す職員像」を掲げ、重点的に育成する能力や意識を設定し

新たな時代に向けた人材育成の方策を示したものです。

　その概要は、以下のとおりです。

◆目指す職員像◆

　１．住民の視点に立ち、的確にニーズを把握し、住民と協働でまちづくりを推進する職員

　２．幅広い視野と豊かな発想力でチャレンジする職員

　３．常にコスト意識を持ち、専門的知識・能力を身につけ、発揮できる職員

　４．高い倫理観、使命感をもち人権感覚豊かな職員

◆基本的方策◆

　１．能力開発（職員研修の充実）

　　自己啓発の促進、職場研修（ＯＪＴ）・職場外研修（外部機関への派遣研修、ＯｆｆJT）の充実を図ります。

　２．人事制度

　　人事上の処遇や人事配置に対する納得性・公平性をより高めていくために「職員の自己申告制度」を実施するとともに

　職員の意欲向上を図り能力開発に活かしていくための「人事評価制度」を確立するなど、職員の能力を最大限に発揮

　できる人事管理を実施していきます。

（２）職員研修の概要

　令和２年度中の職員研修の実施状況については、以下のとおりです。
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（３）人事評価制度の概要

　新しい時代の人事管理は、人材を育成していく観点に立って行うことが極めて重要です。

　人事評価制度は、創造的に政策を組み立て、責任を持って政策を実行していく能力を持つ職員を育成していくための

ツールであるといえます。

　平成29年度においては、新規採用内定者を対象とした研修や、評価者・被評価者研修を実施しました。

また、地方公務員法の改正により人事評価が義務付けられています。制度の成熟に向け、職員への研修の実施等取り組んで

いきます。

交渉力

タイムマネジメント

広報の効果的実践

7

アサーティブコミュニケーション

1

1

思考能力強化

全国市町村国際文化研修所

小計 4

地域公共交通の維持と確保に向けて

市町村職員中央研修所
（市町村アカデミー）

行政評価を核とするマネジメント
～予算・決算、総合計画への活用～

1

1

福岡県市町村職員研修所

61

1

1

1空き家対策～自治体の対処法～

2

地方公営企業会計

1

対人関係能力の向上と接遇

自治体の内部統制と監査機能 1

合計 66

プレゼンテーション 1

SDGsに基づく政策形成

小計 1

小計

事務ミス防止

リスクマネジメント 2

3

1

2


